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「事務事業の抜本的な見直し」について 

 

「藤沢市行財政改革２０２０」の具体的な取組の一つとして，平成３０年度

から「事務事業の抜本的な見直し」に取り組んでいます。 

平成３０年１１月に開催された市議会行政改革等特別委員会において報告し

た「事務事業の抜本的な見直し」の取組経過と，その後の検討内容は次のとお

りです。 

  

１ 「事務事業の抜本的な見直し」の取組経過 

（１）「見直し検討対象事業」の選定 

平成２８年度に実施した事業のうち，「事業開始から１０年以上が経過

し，かつ一般財源の比率が高い事業」や，「国の基準を上回って実施して

いる事業」など，一定の抽出条件に該当した事業を「事務事業の抜本的な

見直し」対象事業としました。そのうち，「今後の事業のあり方や見直し

の方向性等について，市民周知を図りながら検討を進める事業」等で，次

のアからウのいずれかに該当し，関連事業等を集約した３３事業を「見直

し検討対象事業」として選定しました。 

ア 国・県の補助を上回って実施している事業または，他の自治体と比較

して，高い水準で実施している事業 

イ 実施手法の変更や再構築などにより，事業の見直しの検討を進める事

業 

ウ 事業の縮小や拡充，統合などについて，総合的な検討を要する事業 

 （２）「見直し検討対象事業」の取組状況 

平成３０年１１月の市議会行政改革等特別委員会での質疑等を踏まえ，

各部局での検討，関係団体との調整等を行い，事業の見直しに向けた取組

を進めてきました。その結果，現時点で見直しを継続している事業が２３

事業，見直しが完了した事業が１０事業となっています。 

 

２ 「見直し検討対象事業」の個別票の更新 

  平成３０年度に作成した「見直し検討対象事業」個別票のうち，見直しを

継続している２３事業については，別添「資料３」のとおり，見直しに向け

た検討内容等について内容を更新しました。また，見直しが完了した１０事

業については，同資料の巻末に見直し内容及び結果等を記載した一覧表を掲

載しています。 
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見直しの方向性と実施予定時期             （単位：事業数） 

見直しの方向性 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 計 

事業廃止 3     3 

事業縮小
※１

 4 1 2 7 

事業統合 1     1 

制度の見直し
※２

 1 4(1) 9 14 

事業の再構築
※３

   1 1 2 

実施手法の見直し
※４

   3   3 

現状維持  1  1 

その他 1  1(1)   2 

計 10 11(2)
 ※５

 12 33 

  ※１事務事業の規模を縮小するもの。 

  ※２制度の対象や人数，単価などの見直しを検討するもの。 

  ※３制度の見直しを検討するとともに，従前からの課題の解決を図り，総合的に 

事業を再構築するもの。 

  ※４事業効果を損なうことなく，効率的な事業執行となるよう検討するもの。 

  ※５( )内数字については，令和元年度までに一部見直しを完了した事業数。   

 

財政効果（見込）額            （単位：千円） 

財政効果（見込）額 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 
 

単年度 78,584 31,938 9,216 
 

累計 78,584 189,106 308,844 
 

 

３ 今後の進め方 

「見直し検討対象事業」の今後の検討状況については，行財政改革推進本部

会議で確認を行うとともに，引き続き，市議会行政改革等特別委員会に報告し

ます。 

また，令和２年度当初予算に見直し内容を反映する事業については，所要の

調整を進めます。 

 

以 上 

 

（事務担当：総務部行財政改革推進課） 


